
第２次千葉市障害者計画の構成について 

１ 第 1 次計画との比較（全体） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

第１次計画の主な構成 

第１部 総 論 

誰もがお互いの個性を認め、支えあい助け

合い地域で自立して暮らせるまちの実現 

安心して自立した生活を送ることができる

共生の地域社会を創る 
基本理念 

基本目標 

計画の視点 

障害者の自立支援 

バリアフリーのまちづくり 

障害特性に応じた支援 

参加と協働 

第２部 各 論 

２ 雇用・就労 

５ 教育・育成 

６ 啓発・広報 

計画の体系 

１ 庁内の協力体制 

１ 地域生活支援 

３ 生活環境 

４ 保健・医療 

２ 専門機関・当事者団体・民間事業者・ボランティア団体等と 

の協力 

３ 当事者の障害施策への参加 

４ 計画の弾力的運用 

 
 
○連立政権合意における障害者自立支援法の廃止の方針（Ｈ２１年９月） 

→ 障害者自立支援法は廃止し、制度の谷間がなく、利用者の応能負担を基本とする総
合的な制度を制定する。 

○「障がい者制度改革推進本部」設置（Ｈ２１年１２月閣議決定） 
○「障がい者制度改革推進会議」設置（Ｈ２１年１２月推進本部決定） 
○「同会議総合福祉部会」設置（Ｈ２２年４月推進会議決定） 
○障害者制度改革の推進のための基本的な方向について（Ｈ２２年６月閣議決定） 

→ 障害の有無にかかわらず、相互に個性の差異と多様性を尊重し、人格を認め合う共
生社会の実現のため、障がい者制度改革推進会議の「障害者制度改革の推進のための
基本的な方向（第一次意見）」を最大限尊重し、我が国の障害者に係る制度の集中的
な改革の推進を図る。 

国 の 動 き 

 
 
○ 相談支援の充実 

・「希望する相談制度」→「専門性の高い職員による相談」が最も多く回答 
・「地域生活支援事業の利用意向」→「相談支援事業」が最も多く回答 
・「一般就労のため必要なこと」→「仕事探しから就労までの総合的な相談支援」が

上位に回答 
・利用しやすく、問題解決につながる相談窓口の設置（団体ヒアリング） 

○ 障害児の成長段階にあわせた支援 
・「療育について困っていること」→「本人の成長に不安がある」が最も多く回答 
・「学校・教育で困っていること」→「学校終了後の進路に不安がある」が最も多く

回答 
○ 障害に対する理解促進 

・「地域生活のために必要なこと」→「地域の人たちの障害に対する理解」が上位に
回答 

・地域の人や他の障害者と交流する場が必要（団体ヒアリング） 

実態調査の結果 

 
 
○ 方向性２ 「支えあいが安らぎを生む、あたたかなまちへ」 

■ 基本方針 
障害のある人が自立して暮らせる共生社会を築くため、療育体制・相談支援の充実

を図るとともに、地域生活支援の充実や就労支援・社会参加の促進を図ります。 

市の新基本計画（原案） 

 

 

○ 第１次計画の理念を引き継ぎながら、相談支援、地域生活支援、保健・医療、教
育、生活環境など幅広い分野を対象に、本市の障害者施策の推進方向及び具体的方策
を示す。 

○ 「基本理念」は、第１次計画の理念を基本として、国の動き、実態調査の結果、市
の動きなどの諸要素を踏まえた「あるべき将来像」として示す。 

○ 「基本目標」は、「基本理念」との関係を明瞭にするため、分野ごとの目標（各論
での施策展開における６つの基本目標）として定める。 

○ 「計画の視点」、「計画の体系」については、国の動き、実態調査の結果、市の動
きなどの諸要素を踏まえて再構築する。 

第２次計画策定の考え方 

第２次計画の主な構成 

基本理念 

第１部 総 論 

すべての障害者が地域において自立した生活を営む主体

であるとの認識に立ち、障害の有無にかかわらず、相互

に個性を尊重し、人格を認め合い、そして支え合うこと

により、安らぎのあるあたたかな共生社会をつくる 

計画の視点 

障害特性を踏まえたライフステージの全段階に応じ

た利用者本位の支援 

障害者の視点に立った各分野における施策展開 

施策展開における市民参加と協働 

相互に支え合い共生するためのバリアフリー化の推進 

第２部 各 論 

計画の体系 

 

 

基本目標別の 

施策展開 

１ 相談支援の充実 

 （利用者視点に立った多岐にわたる相談支援体制づくり ） 

２ 地域生活支援の拡充 

（地域や施設で暮らすためのサービスの拡充） 

３ 保健・医療の充実 

（保健や医療の分野との効果的な連携） 

４ 療育や教育から就労に至るまでの支援体制の構築 

 （育ち、学び、働くことを一体的に支援する体制づくり） 

５ 理解と交流の推進 

（ともに理解しあい、心の垣根のない社会づくり） 

６ 生活環境の整備 

（物理的な障壁のない安心・安全の都市基盤の整備） 

＝ 

１ 関係機関等との連携 

２ 当事者の障害者施策への参加 

３ 計画の弾力的運用 

資料１ 

第３部 計画の推進に向けて 

第３部 計画の推進に向けて 



 


